
市民活動のための助成金情報 2024年 月号

各助成金情報の詳細（資料請求・申請方法等）については、
それぞれの問合わせ先にご確認頂くか、いちのせき市民活動センターにご相談ください。
また、このほかにも当センターの情報コーナーに助成金情報を掲示しています。
どうぞご利用ください。
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対象：非営利団体(特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人など) ※法人格が無くても申請可能
だが、個人名義口座への助成金の振り込みは不可
金額：助成総額1,000万円程度 ※１件あたりの金額は50万円～200万円程度を想定。申請内容を審査し、個々
に額を決定(収入見込みに自治体の補助金や他の公共法人等の助成金が含まれていても応募可）
締切：2024年８月30日(金)(2024年11月末までに申請者全員に文書でお知らせ)
電話：04-7137-2570(平日10時～17時※2024年８月13日～16日除く)

病気を抱える子や長期療養で学びに課題を抱える子の
支援活動を行なっている団体を応援

詳細はこちらから→

NEW 「2025年度重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成」(公益財団法人ベネッセこども基金)
重い病気により長期入院や長期療養をしている子どもの意欲を高め、学び(知識の獲得だけではなく、子どもの成
長を促す豊かな体験や出会いなども含める)に取り組む手助けとなる事業に対し助成します(課題解決に向けた問
題提起やユニークな視点を含んだ企画であり、同じ課題に取り組む人たちが参考にできるモデルとなることが期
待できる活動を重視)。

詳細はこちらから→

対象：非営利団体(法人格の種類や有無を問わない)※団体としての活動実績があること(アドバンスコースでは２年以上活動実績)
金額：【チャレンジコース＝助成期間2025年４月１日～2026年３月31日までの１年間分】１件50万円以下(16件程度)

【アドバンスコース＝助成期間2025年４月１日～2027年３月31日までの２年間合計】１件300万円以下(４件程度)

締切：2024年８月22日(木)※必着(2025年２月末までに選考結果を郵送または電子メールで通知)
電話：03-5925-8660(事務局 担当：船津、福田)
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「2024年度『スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログラム』」(公益財団法人住友生命健康財団)
スポーツを楽しむ文化が地域に根づき、社会の新しい価値を創り出すような次のプロジェクトに対し助成します。
【一般】地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につながるコミュニティスポーツ、【特定】心身の障がいや長期療
養などにより社会参加が困難な状況にある人と共に楽しめるコミュニティスポーツ。※助成種別は次の２種類。【チャレン
ジコース】地域におけるコミュニティスポーツのチャレンジと、その後の自立・発展をめざすもの【アドバンスコース】地
域を超えたコミュニティスポーツの展開や、特定の地域におけるコミュニティスポーツの深化をめざすもの

スポーツを楽しむ文化が地域に根づき、
社会の新しい価値を創り出すような取り組みを応援

｢2024年度地域振興助成」 (公益財団法人前川報恩会）
地域における資源、伝統、文化等の保全、継承、活用を基本とした地域の活動(例：地域の自然保護活動、
歴史文化活動や学校法人が課外活動として行う地域交流、地域調査等の活動等)や、地域に根ざした食や
エネルギーに関わる活動(例：地域の農林水産業や食を通じた地域振興に関する活動(フードバンク活動、
子供食堂等も含む）、地域における再生可能エネルギーを活用した活動等)に対し助成します。※助成期
間は、助成交付日～2025年12月31日まで。

対象：特定非営利活動法人、学校法人等の法人格を有する非営利法人
金額：１件あたり上限100万円(総額400万以内)
締切：2024年８月31日(土)※17時までに登録完了すること
電話：03-3642-1566 詳細はこちらから→
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「2024年度福祉助成助成」 (公益財団法人前川報恩会)
福祉事業を営む法人が、利用者主体の福祉事業として特色を発揮できるよう、障がい者が抱える課題に対して直接的な働
きかけが出来る物品や取り組みに対し助成します。【対象①】障がい者の生活支援や就労支援の環境改善に資する物品、
【対象②】障がい者の福祉向上に資する取り組み(A：利用者に対するプログラムの拡大、B：地域共生型プログラムの実
施、C：障がい者の福祉向上に資する調査・研究)。※助成期間は、助成交付日～2025年12月31日まで。

対象：【対象①】特定非営利活動法人、社会福祉法人等の法人格を有する非営利法人であること
【対象②】非営利団体で、実務者(特定非営利活動法人、社会福祉法人等の職員)の参加が含まれること

金額：１件あたり上限100万円(総額1,100万円)
締切：2024年８月31日(土)※17時までに登録完了すること
電話：03-3642-1566 詳細はこちらから→
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地域資源の保全や活用、伝統文化の継承活用
地域に根ざした食やエネルギーに関する活動を応援

非営利法人



対象：社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等

金額：１法人50万円贈呈※同一法人の施設重複寄贈は不可。

締切：2024年９月13日(金)※９月13日送信分まで有効(2024年12月中旬頃に書面で通知)

電話：03-3470-6267(平日10時～16時)
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いちのせき市民活動センター
〒021-0881 岩手県一関市大町4-29 なのはなプラザ4F
電話：0191-26-6400 ファクス：0191-26-6415
せんまやサテライ ト
〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字町149
電話：0191-48-3735 ファクス：0191-48-3736

当センターでは毎月1回、｢idea｣最新号の情報、
助成金情報、主催講座のお知らせを載せたメルマ
ガを配信しています。加えて令和4年度より号外
版の助成金情報も必要に応じて発信いたします。

メルマガの
配信・停止の希望は
コチラから

詳細はこちらから→

｢松の花基金」 （社会福祉法人 松の花基金）
知的障がい児(者)の福祉向上のために行われる次の事業に対し助成します。①事業助成：利用者に必
要な機器等の物品の購入費、設備工事費や障がい児(者)への理解を深める活動等に必要な費用、②研
究助成：調査研究およびそれに附随する事業。

対象：社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人および知的障がい児(者)の福祉に関する団体又
は知的障がい児(者)の福祉に関する専門的研究者(団体)等
金額：１法人あたり５万円～100万円を目処(①②共通、総額800万円程度を予定)
締切：2024年８月31日(土)※必着(2024年11月頃に連絡)
電話：03-5848-3645(平日10時～16時)

知的障がい児(者)の福祉向上のための事業を応援
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詳細はこちらから→

社会福祉法人等の活動を応援

NEW

対象：上記内容に取り組んでいる個人または組織
顕彰：最優秀賞150万円(1件以内)、優秀賞50万円(１件以内) 総額200万円
締切：2024年８月31日(土)※当日消印有効(2024年11月頃末までに書面で通知)
電話：03-6384-2801

｢2024年度助成」 (公益財団法人バリューHR健康寿命延伸財団)
国民が介護・医療に依存せず、心身ともに自立してその人にとっての健康的な生活が送れるよう支援する

こと、すなわち健康寿命の延伸に寄与するような啓発および日常生活を支援する活動の提案、事業化計

画・企画構想を持つ者または組織に対して助成を行います。

健康寿命の延伸に寄与するような啓発
および日常生活を支援する活動を応援

詳細はこちらから→
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NEW

｢令和６年度活動助成金」 (公益財団法人ALSOKありがとう運動財団)
同財団は主たる事業である社会支援事業の一環として、応募法人自らの福祉関連事業および施設にお

ける、施設利用者が使用する作業器具、材料、教材、視聴覚機材、車椅子等の購入資金、および法人

施設の環境整備に必要な設備、施設の施工・修繕等の助成を行います。
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詳細はこちらから→

｢第20回TOTO水環境基金」 （TOTO株式会社）
同基金は、地域を支える団体と協働で社会課題の解決を目指すために、2005年度に設立しました。地域の
水と暮らしの関係を見直す継続的な活動を支援するために、地域の水環境や生物多様性の保全・再生につ
ながる実践活動に対し助成します。助成期間は①単年助成(2025年４月１日(火)~2026年３月31日(火))と
②複数年助成(2025年４月１日(火)~2028年３月31日(金))から選択することが可能。

対象：営利を目的としない市民活動団体(法人格の有無や種類を問わない)
金額 :①上限80万円、②上限80万円/年×最長３年(最大240万円)
締切：2024年８月31日(土)(2025年１月上旬までに文書で連絡)
電話：093-951-2224

(総務本部 総務部 総務第１グループ 担当：河村・木村・吉田)

地域の水環境や生物多様性の
保全・再生につながる実践活動を応援
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